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１ 事業の趣旨 

 

 核家族化、女性の社会進出などの社会環境の変化により、子育て環境が

大きく変化し、子育てに対するニーズも多様化しています。また、地域コ

ミュニティの衰退などにより、地域のつながりがより一層希薄化し、こど

もの社会的孤立や孤独が懸念されています。 

県では、こどもが孤独・孤立に陥ることなく、行政等の必要な支援を受

けられるよう、市町村と連携・協力してこどもの居場所づくり等に関する

取組を実施するＮＰＯ等の団体を支援することで、こどもと「支援」を結

びつけ、地域における総合的な支援体制を整備することを目的に、「つな

がりの場づくり支援事業」を実施します。 

＜事業イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの提供 

こどもの居場所づくりを推進する 

モデル的な取組 

例）こども食堂、相談事業 等 

県 市町村 

子育て支援団体 

連携・協力 支援 

 

こどもが孤独・孤立に陥らない環境の充実へ 

育てを支える体制づくりの実現 

子育て世帯 
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２ 対象事業 

 

(1) 対象となる事業 

   新潟県内の各地域において、こどもが孤独・孤立に陥らないように

するため、こどもを行政等の必要な支援につなげる事業のうち、次に

掲げるいずれかのものとします。 

① こども食堂やフードパントリーなど、衣食住などの生活支援を行う 

  事業 

② 学習教室などこどもに学習機会を提供する事業 

③ 相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコーディネーターの 

配置などこども等を行政等の必要な支援につなげる事業 

④ その他上記に類する事業 

※ いずれも新たに開始する取組（前年度に本補助金の交付を受けた 

事業を含む）、かつ、年間を通して継続的に実施するものとします。 

(2) 対象外となる事業 

   次に掲げる各号のいずれかに該当する事業とします。 

  ① 国、都道府県又は区市町村等からの補助金等の交付対象となって

いる事業（委託による場合を含む。） 

  ② 特定の事業者の利益のために行うと認められる事業 

  ③ 応募団体の構成員や株主等（職員を含む）のみを対象とする事業 

  ④ 政治的又は宗教的な宣伝を目的として行うと認められる事業 

  ⑤ 他団体へ全部を委託又は外注する事業 

  ⑥ 事業の利用者に暴力団等反社会的行為者がいる事業 

  ⑦ 公序良俗に反する等、支援することがふさわしくないと認められ

る事業 
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３ 対象者 

 

県内に主たる事務所又は本店を有する団体で次に掲げる各号のいずれ 

にも該当する者とします。 

 

(1)  次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

   ア 法人格を有する団体であること。 

イ 法人格を有しない任意団体にあっては、次に掲げる要件を全て

満たす者であること。 

① 県内において主たる事務所の定めがあること。 

② 代表者の定めがあること。 

③ 定款、組織規程、経理規程、会則等の組織運営に関する規程が 

あること。 

④ 年度毎に事業計画書・報告書、収支予算書・決算書等（これら 

の定めがない団体にあっては、これに準ずるもの）を備えている 

こと。 

(2)  営利を目的とせず、補助対象事業を実施することが事業計画等で定 

められている団体であること。 

     (3)  新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納が 

ないこと。 

     (4)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

77号）第２条第１項第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる 

 活動を行う者でないこと。 

     (5)  その他知事が補助金の交付の対象として不適当と判断する者でない

こと。 
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４ 対象経費 

 

(1) 対象となる経費 

   事業実施に直接必要な経費で、次に掲げる経費のうち、県が補助金の

交付対象として認める経費とします。 

   なお、初期投資費用のみを対象とする事業、補助終了後に継続して実

施していくことが困難であると判断される事業の応募は認めません。 

 

対象経費 内  容 

報酬、給料、 

職員手当等 

当該事業のために臨時に雇用される補助員等の報酬、手当な

ど 

※補助事業者の恒常的職員に係る人件費等の経常的な経費は

対象外とします。 

保険料 こども食堂開催に係る保険料など 

諸謝金 講師等の謝礼金 

旅費 職員出張旅費（日当・雑費は除く。）、講師の旅費 

需用費 
消耗品費（事務用消耗品、材料費、図書類、食材費、燃料費

など（単価５万円未満））、印刷製本費、会議費など 

雑役務費 物品等の運搬費、郵送料、広告掲載料、光熱水費など 

借料 会場使用料、車両・機材等の賃借料 

委託費 

当該事業のために必要な事務・調査等の他団体等への委託料 

※全部を委託とする事業は対象外とします。 

※ホームページ作成、維持管理に係る費用は対象外としま

す。 

備品費 

事業立ち上げに必要な機材や教材など 

（単価５万円以上） 

※リースによる調達が可能な場合は、リースによること。 

改修費 
当該事業のために必要な改修費 

※軽微なものに限ります。 
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(2) 留意事項 

  ① 消費税の取扱い 

    消費税については、事業に要する経費であり、補助対象経費に含

まれるものですが、以下のとおり取り扱うものとします。 

   ア 課税事業者の場合 

     消費税法上の課税事業者であり、確定申告の際に消費税の仕入

れ控除を行う事業者にあっては、原則として、消費税を減額した

額を補助対象とします。 

   イ 非課税事業者の場合 

     消費税法上の課税対象者でない事業者にあっては、原則とし

て、消費税を含んだ金額を補助対象とします。 

  ② 経費の算出 

    経費の算出にあたっては、事業完了後の実績額と大きな差額が生

じないよう、実行可能性を十分に検討してください。 
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５ 補助額・補助期間 

 

(1) 補助額 

補助率及び補助基準限度額は１事業につき次のとおりです。 

なお、補助額は、「支出合計から参加者負担金、寄付金、その他の収

入を控除した額」、「対象経費の実支出額」、「補助基準限度額」を比較

して最も少ない額とします。 

 

①過去に当該補助金の交付を受けたことのない事業の場合 

補  助  率 10/10 

補助基準限度額 50万円 

    

②前年度に当該補助金の交付を受けた事業の場合 

補  助  率 1/2 

補助基準限度額 50万円 

 

 

(2) 補助期間 

   令和８年４月13日から令和９年１月31日までとします。 

  ※補助金の交付決定前に支出した経費についても対象となりますが、

事業の採択を約束するものではありません。また、支出済みの経費

について、交付申請書類等を審査した結果、補助対象とならない場

合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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６ 補助金の申請・交付方法 

 

(1) 提出書類 

   つながりの場づくり支援事業書類一覧（別紙 ※10ページに記載）

に記載されている書類を１部提出してください。 

   なお、提出書類については、以下のＵＲＬからダウンロードできま

す。 

   https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/1356897031777.html  

 

(2) 提出方法 

   メール又は郵送の方法により、連携市町村を経由して新潟県福祉保

健部こども家庭課に提出してください。なお、郵送の場合は、書留な

ど配達記録が残る方法で送付するとともに、交付要綱で定める書類

（交付申請書、団体概要、事業実施計画書、補助金申請額内訳書）の

電子データをメールで提出してください。 

 

(3) 申請受付期間 

   令和８年４月13日（月）～令和８年５月13日（水） 

   

(4) 問い合わせ先 

   〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 

   新潟県福祉保健部こども家庭課 児童福祉係（担当 金井） 

   ＴＥＬ：025-280-5926 

   Ｅmail : ngt040270@pref.niigata.lg.jp 

  ※申請は団体が所在する市町村のこどもの居場所づくり担当部署へお願いします。 

 

 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/1356897031777.html
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(5) 留意事項 

 ・本補助金については、国の補助金を活用して実施するものであり、交

付決定は11月下旬ごろを予定しております。申請受付開始日（令和

８年４月13日）以降であれば、補助金の交付決定前に支出した経費

についても対象となりますが、事業の採択を約束するものではありま

せん。また、支出済みの経費について、交付申請書類等を審査した結

果、補助対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

  ・交付額については、予算の範囲内で決定します。予算の上限に達し

た場合は、上記期間中であっても受付を締め切りますので御了承く

ださい。 

  ・補助事業の計画及び実績報告の内容の全部又は一部は、補助事業者

の同意のうえ公表することがあります。 
 

 ＜補助金の手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書の提出 ※連携市町村を経由 

 

県及び国における申請内容の確認 

交付決定 ※11月下旬ごろ（予定） 

（補助金支払（概算払）） 

事業実施（令和８年４月 13日～令和９年１月 31日） 

実績報告書の提出 ※連携市町村を経由 

補助金支払（精算払） 



9 

 

７ 事業実施の留意事項 

 

(1) 実施の条件 

   実施の条件は、次の各号に掲げるとおりとします。 

  ① 事業の実施にあたっては、参加者等の安全対策に万全を期すこ

と。 

  ② 事業の広報や普及活動に積極的に取り組むこと。 

 

(2) 現地調査等 

   補助金に係る予算執行の適正性を期するため、現地調査等を行うこ

とがあります。正当な理由なく、これを拒否したときは、事業選定の

決定及び補助金交付決定を取り消します。 

   また、事業実施状況を把握するため、状況報告書の提出を求める場

合があります。 

 

(3) 補助金の経理 

   補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して５

年間保管する必要があります。 

 

(4) 個人情報の保護 

   補助事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、当該補助事業の実

施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に

取り扱わなければなりません。  
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別紙 

つながりの場づくり支援事業 交付申請書類一覧 

番号 提出書類 備考 ﾁｪｯｸ欄 様式 

1 交付申請書類一覧  
 

本紙 

2 交付申請書 ◆代表者印は省略可能。 
 交付要綱 

別記第１号様式 

3 団体概要  

 交付要綱 

別記第１号様式

別紙１ 

4 事業実施計画書 
◆必要に応じて詳細を別紙添付とすることも

可。 

 交付要綱 

別記第１号様式

別紙２ 

5 補助金申請額内訳書 

◆適宜、積算内訳を添付すること。 

◆経費の算出にあたっては、事業完了後の実績

額と大きな差額が生じないよう、実行可能性

を十分に検討すること。 

 
交付要綱 

別記第１号様式

別紙３ 

6 定款または規約等 ◆申請日現在のものを添付すること。 
 

－ 

7 役員名簿等 ◆申請日現在のものを添付すること。 
 

－ 

8 
登記事項証明書（履歴事

項全部証明書）の写し 

◆提出前の３か月以内に発行されたものを添

付すること。 

※任意団体の場合は不要 

 

－ 

9 事業報告書 

◆前事業年度（前期分）のものを添付すること。 

該当書類がない場合は、事業実績がわかる書

類を添付すること。 

※今期から新規に立ち上げた団体で前期分の

事業実績がない場合は不要 

 

－ 

10 決算書 

◆前事業年度のものを添付すること。 

※今期から新規に立ち上げた団体で前期分の

事業実績がない場合は不要 

 

－ 

11 活動紹介資料 

◆団体等や事業を紹介するパンフレット、過去

に開催したイベントのチラシ等を添付する

こと。 

 

－ 

12 納税証明書 
◆新潟県税の納税義務がある場合に添付する

こと。 

 
－ 

13 
消費税仕入控除税額等に

係る確認書 

◆消費税法上の控除税額の有無等を記載（様式

あり）し、添付すること。 

 
あり 

※申請書類の作成にあたっては、本表及び記載例をよくご確認のうえ、添付書類の不足や

必要事項の記載漏れ等がないよう、ご注意ください。 


